
大
阪
府
議
会
が
、
９
月

22
日
よ
り
開
幕
し
ま
し
た
。

会
期
は
、
85
日
間
。
現
在

の
と
こ
ろ
、
71
議
案
等
が

上
程
さ
れ
、
す
で
に
教
育

委
員
の
任
命
等
の
４
案
件

は
採
決
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
私
の
一
般
質
問

は
、
10
月
７
日
の
２
番
目

で
す
。

さ
て
、
定
例
府
議
会
に
先

立
っ
て
、
総
務
常
任
委
員
会

（
現
在
、
副
委
員
長
で
す
）

で
、
元
東
京
都
副
知
事
で
現

在
、
明
治
大
学
公
共
政
策
大

学
院
の
青
山
教
授
を
招
い
て
、

東
京
都
や
世
界
の
大
都
市
制

度
の
講
演
・
勉
強
会
を
開
催

し
ま
し
た
。

母
校
の
大
学
教
授
で
す
の

で
、
無
理
を
言
っ
て
来
て
頂

い
た
の
で
す
が
、
さ
す
が
元

東
京
都
の
副
知
事
、
都
市
の

自
治
制
度
を
考
え
る
上
で
、

気
付
く
点
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。
参
考
に
な
っ
た
点
を
簡

単
に
記
載
し
て
お
き
ま
す
。

一
、
現
在
、
日
本
国
内
の
大

都
市
の
中
で
、
世
界
と
の
都

市
間
競
争
に
、
本
気
で
参
戦

し
て
い
る
の
は
、
『
東
京
都
』

だ
け
。

二
、
従
っ
て
、
世
界
と
の
、

あ
る
い
は
、
ア
ジ
ア
と
の
都

市
間
競
争
の
厳
し
さ
を
現
場

で
経
験
し
て
い
る
公
的
部
門
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大 阪 都 構 想 の

詳 細 は 、 １ ０ 月 下 旬 に 広 報 し ま す！

大阪都構想
広域自治体が、大都市圏域の成長を支え、
基礎自治体が、その果実を住民のために配分する

新たな地域経営モデルを実現する！

住民の生活基盤（安心）に関わる事務は基礎自治体が、また、産業基盤

（競争・成長）に関わる事務は広域自治体がサービスの提供主体になると

いう役割分担により、「強い広域自治体」と「優しい基礎自治体」で大阪

府域を再編する。

大阪府議会の模様は、
ホームページで生中継さ
れています。一度是非、
ご覧下さい。http://www.
pref. osaka. jp/ gikai_
giji/toppage/index.html

青
山
氏
の
講
演
か
ら
気
付
い
た
こ
と



は
、
東
京
都
の
首
長
・
議
員
・

職
員
し
か
い
な
い
。

三
、
東
京
都
の
特
別
区
23
区

で
は
、
基
礎
自
治
体
と
し
て
の

権
限
が
、
か
な
り
制
限
さ
れ
て

い
る
。
阪
南
市
の
権
限
よ
り
も
、

23
区
の
権
限
は
弱
い
。
そ
の
分
、

東
京
都
が
、
大
胆
な
都
市
経
営

を
行
っ
て
い
る
。

四
、
世
界
と
の
都
市
間
競
争
の

厳
し
さ
は
、
特
別
区
23
区
と

東
京
都
と
の
権
限
闘
争
に
現
れ

て
い
る
。
現
在
、
東
京
都
も
権

限
委
譲
を
23
区
に
対
し
行
っ

て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
特
別
区

23
区
の
視
察
で
は
、
「
東
京
都

は
、
権
限
を
持
ち
過
ぎ
だ
。
特

に
、
財
政
を
都
に
握
ら
れ
て
い

る
。
大
阪
で
は
、
こ
の
点
は
注

意
だ
」
と
各
区
役
所
の
方
々
は

言
う
。
し
か
し
、
青
山
氏
曰
く
、

「
東
京
都
は
、
権
限
を
渡
し
過

ぎ
だ
。
こ
れ
で
、
ど
う
し
て
、

世
界
の
大
都
市
と
の
競
争
に
勝

て
る
の
か
？
23
区
は
、
必
ず

権
限
を
よ
こ
せ
と
言
う
も
の
だ
。

こ
れ
か
ら
は
、
行
き
過
ぎ
た
権

限
委
譲
を
東
京
都
に
返
上
さ
せ

る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
」

五
、
世
界
の
大
都
市
と
競
争
す

る
の
に
必
要
な
権
限
は
、
広
域

自
治
体
で
持
つ
べ
き
。
こ
れ
は
、

地
域
の
経
済
成
長
に
関
わ
っ
て

く
る
非
常
に
重
要
な
部
分
。

六
、
ま
た
、
規
模
の
経
済
性
を

発
揮
す
る
も
の
も
、
広
域
自
治

体
の
み
で
効
率
的
に
運
営
す
べ

き
。
こ
ち
ら
は
、
大
阪
で
も
二

重
行
政
な
ど
の
解
消
で
、
約
１

兆
円
近
く
の
税
金
を
省
く
こ
と

が
可
能
。
税
金
の
無
駄
を
省
く

観
点
か
ら
、
非
常
に
重
要
。

七
、
結
論
と
し
て
、
広
域
自
治

体
と
基
礎
自
治
体
の
再
編
を
確

実
に
行
う
こ
と
。
そ
の
上
で
、

世
界
の
大
都
市
競
争
に
勝
つ
と

い
う
観
点
や
規
模
の
経
済
性
、

広
域
で
行
っ
た
方
が
効
率
的
と

い
う
観
点
か
ら
、
厳
密
に
、
広

域
の
権
限
と
基
礎
の
権
限
を
分

け
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

八
、
過
去
、
こ
の
国
で
は
、

「
我
々
の
町
に
も
、
空
港
が
欲

し
い
。
ど
う
か
、
作
っ
て
く
れ
」

と
、
全
国
各
地
か
ら
せ
が
ま
れ

て
、
国
内
に
90
以
上
の
空
港

を
作
っ
た
。
し
か
し
、
ど
れ
も

国
際
ハ
ブ
空
港
に
は
な
れ
な
か
っ

た
。現

在
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本

へ
入
国
す
る
に
は
、
韓
国
の
イ

ン
チ
ョ
ン
を
経
由
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
ん
な
に
作
っ
た
意
味
は
、

景
気
対
策
の
側
面
も
あ
っ
た
と

思
う
が
、
今
で
は
高
額
の
ラ
ン

ニ
ン
グ
コ
ス
ト
に
よ
り
、
空
港

を
続
け
る
こ
と
す
ら
困
難
に
な
っ

て
き
て
い
る
。

大
都
市
の
使
命
を
帯
び
た
広

域
行
政
を
司
る
組
織
は
、
例
え

各
地
域
か
ら
「
お
ら
が
町
に
も
」

と
せ
が
ま
れ
よ
う
と
も
、
批
判

さ
れ
よ
う
と
も
、
「
ど
う
す
れ

ば
、
世
界
の
都
市
間
競
争
に
勝

て
る
の
か
？
」
を
冷
徹
に
考
え

て
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
も
な
け
れ
ば
、
今
の
空
港
の

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
広
域
行
政
体
は
、

非
常
に
冷
た
い
存
在
に
映
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
世
界

の
都
市
間
競
争
の
結
果
と
し
て
、

ア
ジ
ア
の
成
長
を
取
り
込
め
れ

ば
、
仕
事
に
溢
れ
、
豊
か
な
税

収
が
大
阪
府
内
の
市
町
村
に
配

分
さ
れ
、
基
礎
自
治
体
に
お
い

て
、
温
か
い
政
策
が
実
行
で
き

る
の
で
あ
る
。

九
、
東
京
都
の
強
さ
、
そ
し
て
、

世
界
の
大
都
市
と
競
争
す
る
厳

し
さ
と
覚
悟
を
知
り
、
今
の
大

阪
を
見
つ
め
た
と
き
、
戦
後
数

十
年
続
け
て
き
た
制
度
を
今
後

も
続
け
て
行
く
こ
と
に
、
未
来

が
見
え
る
だ
ろ
う
か
？
現
制
度

の
ま
ま
小
さ
な
こ
と
を
取
り
繕
っ

て
、
未
来
を
切
り
拓
け
る
だ
ろ

う
か
？

も
う
一
度
、
『
大
阪
都
構
想
』

の
理
念
を
掲
載
し
て
お
き
ま
す
。
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大阪都構想
広域自治体が、大都市圏域の成長を支え、
基礎自治体が、その果実を住民のために配分する！

新たな地域経営モデルを実現する！

住民の生活基盤（安心）に関わる事務は基礎自治体が、また、産業基盤（競争・成長）に関
わる事務は広域自治体がサービスの提供主体になるという役割分担により、「強い広域自治体」
と「優しい基礎自治体」で大阪府域を再編する。


